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平成２7年度事業計画 

公益社団法人 静岡県建築士会 

はじめに 
静岡県建築士会は、公益法人制度改革により平成２４年４月に公益社団法人に移行し、こ

れまでの間、会員の一致協力のもと地域に密着し、地域に貢献できる建築士会、社会が必要

とする建築士会として、着実に歴史を刻んできた。 

昨今の建築業界を取り巻く社会経済環境は、未だ明るさは見えず景気回復を実感するには

ほど遠く、公益法人にとっても安定した収入財源が見込めないなど、法人運営や事業活動に

少なからず影響が出ている状況にある。 

このような情勢の下、本建築士会は、公益法人としての責務を認識し、あらためて時代に

即応した組織及び事業体制を確立し、士会活動の継続的な事業展開と発展に努めていく。 

【基 本 方 針】 

以上の状況を踏まえ、本年度は次の３点を軸に事業計画を策定した。 

１ 質の高い建築士を目指して

社会からの期待と信頼に応えるべく、より高度で専門的な知識と技術を併せもつ建築士

として、専攻建築士制度や能力開発（ＣＰＤ）制度の諸事業を通じて自己研鑽に励む。 

２ 地域づくりへの参加及び県民の安全確保への貢献

優れた景観の形成や地域に散在する歴史的建造物等の発掘、保全、活用等について、専

門的見地から質の高い実践的な地域づくりに積極的に参加する。 

また、予想される東海地震に対し、県民に安全・安心な建物の供給に寄与するという使

命の下、地震対策事業を推進するとともに、行政の推進する安全対策の諸施策に協力して

いく。 

３ 組織及び財務基盤の強化、充実

公益目的事業を推進するためには、それを支える強固な組織体制及び財政的な基盤が必

要となることから、これらの充実、強化に努めるとともに、会勢の拡大、ブロック活動の

充実並びに本会とブロック組織との円滑な連携を図る。 



Ⅰ 建築士資格付与・資質向上事業（公益目的事業１）

１ 建築士試験・登録事務等 

(1) 建築士試験及び合格者の名簿登録等の事業 

  建築士法に基づき建築士の資格の付与のための資格審査、試験等の業務及び指定登録機   

関として、合格者の名簿登録、免許証交付等の業務を適正、確実に処理する。 

  試験の受付業務については、受験者の減少傾向が見込まれるが、その事務処理に支障が

生じないよう対処する。 

  また、登録事務は、ニセ建築士事件等による閲覧や携帯型免許証明書への書換えに利用

者の利便向上に努める。 

・一級建築士･二級建築士･木造建築士の試験業務受託 

 ・一級建築士等の登録申請受付業務 

 ・二級・木造建築士の登録・閲覧に関する業務  

(2) 専攻建築士の認定の事業 

建築士業務の多種多様な専門化に対応して、自ら責任を取れる専攻領域の実績と日々の

研鑽を積んでいる建築士を認定しているが、今年度も制度の普及に努めていく。 

・専攻建築士制度のＰＲと新規認定申請の促進 

・専攻建築士審査評議会関係会議の開催 

２ 建築士の資質向上のための研修等の事業     

(1) 建築士法第22条の４第５項に基づく研修 

  建築士に対してその業務に必要な知識及び技能の向上を図るための建築技術に関する研   

修等の実施は、法に定められた建築士会の義務であり、積極的に展開していく。 

  本年度、木造塾研修の強化を図るため、新たに木造塾委員会を設置した。 

・「建築技術に関する研修」講習会の開催 

・第16回しずおか木造塾の開催 

・各ブロックにおける研修、講習会及び見学会等の開催（各ブロック事業研修委員会） 

(2) 建築士法第22条の２に基づく研修(定期講習会) 

  近年の建築技術の高度化、複雑化やこれに伴う建築基準法令の改正に的確に対応しうる

よう建築士に一定期間ごとの講習の受講を義務付けられた事業であり、(公財) 建築技術教

育普及センターと共同して実施する。 

最近は、受講者が減少していることから、今年度については重点化し、第２期の県内３ 

箇所としたが、事前広報の充実、受付期間の延長等により前年度を上回る受講者数をめざ



す。  

 ・未受講者が出ないように制度の周知方法等の検討 

 ・受講者の便宜を考慮した受講者増加のための方策の検討 

 ・ＤＶＤを利用した小規模講習実施の検討 

(3) 継続能力開発(ＣＰＤ)制度 

  建築士が良好な質の高い建築環境の構築に資するため、指定した研修等を受講したり、

建築相談等の社会貢献活動をすることで単位を付与する制度であり、積極的に事業の推進

と制度のＰＲを図るとともに、行政機関における入札等で単位取得者への優遇措置導入へ

の働きかけを強力に推進していく。 

 ・非会員及び建築施工管理技士へのＣＰＤ参加推進 

 ・登録者のうち更新未了者の取扱いについて方針を確定する。 

(4) 地震関連の資格取得のための講習会 

  想定される東海地震に備え、県指定の講習会を引き続き受託するとともに、免許登録時

に窓口で応急危険度判定士講習会受講の勧奨を行うなど県の施策に積極的に協力していく。 

・応急危険度判定士講習会の受託、実施 

・耐震診断補強相談士講習会の受託、実施(建防協との調整事項) 

・静岡県住宅・建築物耐震化推進協議会との連携 

(5) 建築士を目指す者への支援 

  建築家を目指す高校生や建築士の受験資格を有し、建築士を目指すものに対する支援を 

実施する。 

 ・建築甲子園の静岡県大会の開催 

 ・建築士新規登録セミナーの開催 

 ・建築士養成機関との交流 



Ⅱ 地域住民との連携、地域の安全確保のための事業（公益目的事業２） 

１ まちづくり、景観形成事業 

(1) 地域貢献活動支援事業 

  地域の建築物の調査・保全・再生、街並みの保全、居住環境の保全・整備、防災まちづ

くりなどの継続的な住まい・まちづくり活動を進めている団体に活動費助成を行うととも

に、専門的知識を生かした支援を行い、地域社会の発展に貢献する。 

・活動費助成の対象とするまちづくり団体の選考 

・地域貢献活動センターの助成団体による活動発表、交流会 

(2) 景観整備事業 

  地域の良好な景観を形成に関する専門家の派遣、情報の提供、相談その他の支援活動を

推進し、さらに、地域に点在する歴史的建造物等を発掘、保全等の活動を組織的に推進し

ていくため、平成25年度に静岡県ヘリテージセンター(通称「ＳＨＥＣ」)を発足させた。

これにより保全・活用のための相談・調査やまちづくり活動への支援、また、災害発生に

対応した行政、職能団体との連携を図るとともにその業務に従事する専門家の養成を図る。 

・景観研修会の開催 

・景観行政団体へ景観整備機構の指定を要請 

・美しいしずおか景観推進機構(県主宰)への参加、協力 

・地域文化財専門家・育成（ステップアップ）研修の開催 

・全国ヘリテージマネージャーネットワーク協議会(連合会設置)への参画、連携 

２ 県民の安全確保のための事業 

(1) 住宅の耐震診断 

  市町から受託する「わが家の専門家診断事業」を実施し、静岡県の「ＴＯＵＫＡＩ－０」

を積極的に推進していく。 

 ・耐震出前講演会等の実施(ブロック事業) 

(2) 大規模震災を想定した諸事業（市町と連携した安全対策） 

  想定される東海地震の発生に対して、応急危険度判定士業務の検討や県が実施する賀茂

地域総合防災訓練において実地訓練を行う。

・県内市町の防災訓練における応急危険度判定業務等の講習会の支援 

・応急危険度判定士会組織や業務マニュアルの作成など、市町と協力した応急危険度判定士

制度の充実 

・東海地震対策士業連絡会への参画及び他士業種との連携 



(3) 行政庁からの依頼事業等 

  特定行政庁が進める建築基準法違反の実態把握のため、事業者に代わってその建築物の

状況を表した図面等を作成、報告する。 

・引火性溶剤を用いる零細なドライクリーニング工場における実態調査の実施  

３ 住宅に関する展示等による情報発信事業 

   県民に対して、建築に関する最先端の技術や多様な製品の情報提供の場を設定したり、

建築士会のホームページ、機関紙などを通じて情報を発信する。 

・「静岡県住まい博2015」や地域の建築展等への参加 

・「建築士の日」統一イベント（３ブロック連携事業）の実施 

・「建築静岡」の発行 

・ホームページの充実（公益法人としての情報も公開） 

４ 建築相談事業 

   県民の住宅に関しての新築、増改築等の建築技術的な相談、住宅の耐震化に係る相談な

ど広く建築に関する様々な相談に対応する。また、建築問題に関しては、早期の解決や円

満解決に繋がる建築士の専門的な助言は重要なことであることから、これらの整備・拡充

について検討していく。 

・展示会等における相談コーナーの設置 

・市町主催の住民相談室等への派遣 

・住宅関係機関等への相談員派遣 

・行政、司法の住宅紛争事案等への専門家派遣 



Ⅲ 法人管理

１ 諸会議の開催及び運営 

(1) 定時総会 平成 27年 6 月 3日(水) 静岡グランドホテル中島屋 

(2) 理事会  年６回開催 

(3) 総務会  年 11 回開催 

(4) 監査会  年２回開催 (決算監査、中間監査) 

２ 会員

  平成 26 年度末における会員数は、正会員 1,367 名、賛助会員 162 社の計 1,529 名社と 

なっている。前年度末と比較し、正会員 75 名、賛助会員 5社が退会しており、引き続き 

会員数が減少している状況にある。本会に於いては平成 5年の会員数（正会員 2,951 名） 

をピークに減少が続いており、現状は半減以下となっている。 

この現象は、本会のみならず全国的な課題ともなっており、本会と同様、他県士会に於 

いても会員増の有効な手段を見出せない状況にある。これは会員の高齢化や建築士試験の

受験者の減少、有資格者の未加入等の複合的な要因に由来するものであり、非常に厳しい

状況となっている。 

本会としても会員数の減少に歯止めを掛けるため、会員増強委員会を設置し、平成 25年

度末に 6項目に渡る提言を取り纏めた。その提言の幾つかについては 26年度に実行性を検

証しつつ、できることから実働を図って行くこととし、27年度においても継続していく。   

会員の減少は、財政への影響、組織の活性化に関わる問題であり、組織を挙げて取り組

む必要がある。また、全国的な課題として連合会及び他県士会とも情報交換を行い、引き

続き連携して増強策を推進していく。

３ 財政 

会員数及び受託事業等の減少に伴う自主財源の減少は、法人運営のみならず公益事業の

縮小にも繋がるものであり、社会的使命、組織の維持及び会員活動の活性化のためにも財

政基盤の強化が重要となっている。   

このため、平成 26 年度に財務検討委員会を設置し、対費用効果を意識した事業の重点化

など、公益社団法人に相応しい持続可能な財政運営を図っていくための検討を行ったが、

27 年度においても更なる検討を行っていく。 

  なお、会費の滞納は、財政基盤を揺るがすものであり、不要な手間、費用を必要とする

ことから、口座振替の加入を積極的に促進していく。 



４ 組織及び事業体制 

平成 18 年度に「士会組織のあり方」の答申が出され、平成 19年 5月の通常総会にて「組

織改革に伴う基本方針」が承認された。その後、平成 24年 4 月に公益法人制度改革に伴い

公益社団法人の認可を受け現在に至っている。これまでの間、時代の変遷に対応すべく会

長特命委員会(財務、ブロック、公益法人)を設置し、「組織改革に伴う基本方針」に基づき

着実に会務運営が進められてきた。しかし、士会を取り巻く社会経済環境は一段と厳しさ

を増し、活動の基本となる財政に大きな影響を及ぼしており、今後においても劇的な改善

は見込めない状況となっている。このような中、26 年度よりあらためて会長特命委員会に

おいて、短期・中期の視点に立って士会の将来を見据え、事業推進の主体となる本会・ブ

ロック及び地区の役割など、現況に見合った組織及び事業体制となるよう見直しを行って

おり、27年度においても引き続き検討していく。 

５ 組織の情報公開 

公益社団法人としての必要な情報を積極的に社会へ公開していく。 

  その手段は機関紙及びホームページを主体とするが、特にホームページは情報公開の場

として重要であり更なる充実を図っていく。


